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事業のねらい
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① 耐久性や省エネルギー性に優れた良質な住宅の普及

← 住宅の寿命を延ばし、資産として次の世代に承継されるよう、長期間にわたって使用可能な
良質な住宅ストックの形成が必要

← 地球温暖化対策としてＣＯ2排出量を削減するため、住宅の省エネルギー性能の向上が必要

② 中小住宅生産者の技術力の向上、住宅供給体制の強化

← 中小住宅生産者は木造住宅供給の主力であり、地域の住宅産業の主要な担い手

木造在来工法による戸建注文住宅の過半を中小住宅生産者が供給

← 中小住宅生産者は資力や技術力、経験が十分でないことが多く、個々の事業者の自助努力
のみでは耐久性や省エネルギー性に優れた良質な住宅の供給を推進することは困難

長期優良住宅の認定割合（平成28年度） 大手住宅生産者：約９割、中小住宅生産者：約１割

③ 地域材を活用した木造住宅の供給

← 国民の３／４が木造住宅を志向

← 国内の森林資源の蓄積を受けて、住宅における木材利用の促進が必要

← 木材利用の促進による林業・木材産業の成長産業化を通じて地方創生を実現



事業の概要
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•地域型住宅の規格・仕様
•資材の供給・加工・利用
•積算、施工方法
•維持管理方法
•その他、グループの取組

共通ルールの設定

グループの構築

関連事業者の
連携体制の構築

建築士
事務所

建材流通
事業者

プレカット
事業者

中小
工務店

原木
供給者

製材
事業者

【補助対象住宅の要件】

要件①
耐久性や省エネルギー性に優れた住宅であること
・長寿命型：認定長期優良住宅
・高度省エネルギー型：認定低炭素住宅等

要件②
川上の原木供給者から川下の中小住宅生産者まで、
地域の関連事業者が連携してグループを構築し、
地域型住宅の共通ルールに即して、中小住宅生産者
（年間供給戸数50戸未満）が供給する住宅であること

要件③
地域材を活用した木造住宅であること

【補助対象となる経費】

通常の住宅と良質な住宅との工事費の差額相当額の１／２
（原則100万円／戸が上限）

中小住宅生産者が地域の関連事業者と連携して行う良質な木造住宅の供給を支援することで、
こうした取組の効果的かつ継続的な展開を実現



事業の効果
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【事業者規模（年間供給戸数）別戸建注文住宅の供給戸数と長期優良住宅の認定割合】

○ 中小住宅生産者（年間供給戸数50戸未満）による長期優良住宅の認定割合（戸建注文住宅）は、

平成２６年度８.８％に対し、平成２８年度は１２.６％（約１.４倍）に増加。

○ なお、大手住宅生産者（年間供給戸数１万戸以上）の認定割合は９割超であり、ほとんどが長期
優良住宅として供給。

平成２８年度平成２６年度

：長期優良住宅の認定戸数

4.4万戸
90.3％

4.1万戸
77.6％

1.5万戸
12.6％

1.0万戸
8.8％

大手事業者
（１万戸以上／年）

中小事業者
（５０戸未満／年）

年間供給戸数
11.6万戸

年間供給戸数
12.2万戸

年間供給戸数
5.2万戸

年間供給戸数
4.9万戸



事業の実績
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採択グループ数 長寿命型 高度省エネルギー型 補助件数

新規
グループ数

補助
事業者数

新規補助
事業者数

補助
事業者数

新規補助
事業者数

長寿命型 高度省エネ
ルギ－型

Ｈ27年度 ７２５ － ３，３１８ － １，４４７ － １０，１７６ ８，０５６ ２，１２０

Ｈ28年度 ７９７ １１９ ２，２９７ ５４３ １，００８ ５４３ １２，１８６ ８，７９１ ３，３９５

総 数 ８４４ － ３，８６１ － １，９９０ － ２２，３６２ １６，８４７ ５，５１５

○採択グループにおける関連事業者数（延べ数）

業種区分
平成27年度 平成28年度

事業者数 １グループの平均 事業者数 １グループの平均

Ⅰ 原木供給 4,855社 6.8社 5,573社 7.0社

Ⅱ 製材・集成材製造・合板製造 7,223社 10.１社 8,285社 10.4社

Ⅲ 建材（木材）流通 4,743社 6.6社 5,313社 6.7社

Ⅳ プレカット加工 3,214社 4.5社 3,803社 4.8社

Ⅴ 設計 7,489社 10.4社 8,315社 10.4社

Ⅵ 施工 19,344社 26.9社 18,655社 23.4社

Ⅶ 流通（省エネルギー設備等） 1,435社 2.0社 ─ ─

Ⅷ 流通（木材以外） 771社 1.1社 961社 1.2社

Ⅸ その他 976社 1.4社 1,008社 1.3社

計 50,050社 69.6社 51,913社 65.1社

注１）平成２７年度の補助件数は、平成２７年度予算による支払ベースの件数（確定値）であり、平成２７年度中の支払分（１５９件）のほか平成２８年度に繰越した分の件数を含む。
注２）平成２８年度の補助件数は、平成２８年度予算による交付決定ベースの件数である。
注３）補助事業者数は長寿命型、高度省エネルギー型の間に重複がある。
注４）総数欄の採択グループ数、補助事業者数の各値については、重複を省いて集計している。



グループ
名称 いわき家ナビ（平成20年結成）

補助実績

平成27年度：２４戸

（ 長寿命型：２２戸 高度省エネ型：２戸 ）

平成28年度：３２戸（見込）

（ 長寿命型：２８戸 高度省エネ型：４戸 ）
地域型住宅
の名称 いわきの家

住宅供給の
主要地域 福島県、茨城県

グループ
構成

○ 原木供給（１社）

○ 製材・集成材製造・合板製造（４社）

○ 木材を含む建材流通（３社）

○ プレカット（３社）

○ 設計（９社）

○ 施工（１９社、うち未経験事業者８社）

○ その他（１社）

使用する
地域材

福島県証明材、
合法木材

地域材
の産地

福島県、
国内、国外

グループの
特徴・
取組内容

共通ルール

整備事例

地域型住宅グリーン化事業 平成28年度採択グループ事例①
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整備事例

グループの特徴・取組内容

○ 主要構造材の過半以上に地域材を使用

○ 全棟において木材の放射線検査を実施し選択

○ 主要構造材の樹種を限定。梁に使用する人工乾燥した杉材の寸法を規格化。

○ 共同購入によりコストを抑制

○ グループ内で設計者と工務店のマッチングを行

い、受注から施工までグループでバックアップ

○ グループ内の施工勉強会、施主向け住まい管

理勉強会の実施

○ 復興需要を踏まえ、若い一次取得者に対応し

た安価で高性能な住まいづくりを目指し、相談

窓口で啓発

共通ルール

外観

消費者向け見学会グループ内勉強会



グループ
名称

一般社団法人関西建築業協議会
（平成18年結成） 補助実績

平成27年度：２６戸

（ 長寿命型：２３戸 高度省エネ型：３戸 ）

平成28年度：３０戸（見込）

（ 長寿命型：２４戸 高度省エネ型：６戸 ）
地域型住宅
の名称

住まいひょうか
君優良住宅

住宅供給の
主要地域

大阪及びその周
辺地域

グループ
構成

○ 原木供給（１９社）

○ 製材・集成材製造・合板製造（２０社）

○ 木材を含む建材流通（１５社）

○ プレカット（９社）

○ 設計（１２社）

○ 施工（３１社、うち未経験事業者８社）

○ その他（５社）

使用する
地域材

紀州材、奈良県
産材、三重の木、
兵庫県産材証明
制度

地域材
の産地

和歌山県、
奈良県、三重県、
兵庫県、国内

グループの
特徴・
取組内容

共通ルール

整備事例
整備事例

グループの特徴・取組内容

○ 主要構造材の過半以上に地域材を使用

○ 通柱は４寸角以上の各地域産材を基本的に使用し、用材を規格化

○ 蒸し暑さに対応し、卓越風を把握した通風計画で自然風を取り込み、

冷房負荷を低減させることを提案

○ 各社の資材調達の合理化・性能向上等についての情報

共有を図るため事業部会を開催

○ 検討会を実施し、統一した住宅施工基準を整備

○ 実例勉強会や構造現場研修会、構造勉強会を実施し、

積極的に未経験工務店へ案内

○ 消費者に対して、原木供給や製材等グループ内事業者の

見学会を可能な限り実施

共通ルール

外観 内観

地域型住宅グリーン化事業 平成28年度採択グループ事例②
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グループ内の現場研修会



（参考）良質な住宅の普及

【滅失住宅の平均築後年数の国際比較】

（年）

（資料） 日本：住宅・土地統計調査（2008年、2013年）
アメリカ：American Housing Survey（2003年、2009年）
イギリス： Survey of English Housing（2001年、2007年）
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諸外国と比較して住宅の寿命が短い 住宅の省エネルギー化の一層の促進が必要
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【エネルギー起源CO2の各部門の排出量の目安】

2013年度
実績

2030年度
の排出量
の目安

（参考）
削減率

エネルギー起源CO2 1,235 927 ▲25％

産業部門 429 401 ▲7％

業務その他部門 279 168 ▲40％

家庭部門 201 122 ▲39％

運輸部門 225 163 ▲28％

ｴﾈﾙｷﾞｰ転換部門 101 73 ▲28％

※ 温室効果ガスには、上記エネルギー起源CO2のほかに、

非エネルギー起源CO2、一酸化二窒素、メタン等があり、

これらを含めた温室効果ガス全体の削減目標が▲26.0％

【第２節 地球温暖化対策・施策 １．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策】

Ｃ.家庭部門の取組 （ｂ）住宅の省エネ化

○ 新築住宅における省エネ基準適合の推進
規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築住宅について段階的に省エネルギー基準への

適合を義務化する。これに向けて、中小工務店・大工の施工技術向上や伝統的木材住宅の位置づけ等に十分配慮しつつ、円
滑な実施のための環境整備に取り組む。具体的には、省エネルギー対策の一層の普及、住宅や建材・機器等の省エネルギー
化に資する新技術・新サービス・工法の開発支援等を実施する。

○ 低炭素認定住宅等の普及促進
低炭素認定住宅等を、新築又は取得した場合の税制優遇措置や、中小工務店に対する技術支援等を行い、他の住宅への波

及効果による既存住宅も含めた低炭素認定住宅等の普及を促進する。

○ 地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）における位置づけ

（地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定））



（参考）中小住宅生産者による住宅供給の実態

【戸建住宅の工法別・年間受注戸数シェア（請負）】

木造在来工法による戸建注文住宅の過半を中小住宅生産者が供給
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1～4戸

18.4％

5～9戸

9.6％

10～19戸

10.5％

20～49戸

14.8％

50～299戸

19.9％

300戸以上

26.7％

5.1％ 5.6％ 9.9％ 13.9％ 23.2％ 42.4％

4.8％ 93.8％

30.3％

木造在来
工法

２×４

プレハブ

その他

2,247百戸
（70％）

611百戸
（19％）

297百戸
（9％）

78百戸
（2％）

合計
3,233百戸
（100％）

50戸未満
53.4％

注：年間受注戸数のシェアは、平成25年度の瑕疵担保履行法に基づく届出、住宅瑕疵担保責任保険の加入実績及び各社の公表資料等による
（一部推計を含む）。

34.4％

67.5％



（参考）中小住宅生産者の住宅供給体制の強化

【社員数別の長期優良住宅認定取得経験】

事業規模が小さいほど長期優良住宅等を建設した経験が乏しい
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雇用社員数

出典：中小工務店・大工業界の取り組み状況に関する調査（2014.3）

【社員数別の省エネ基準適合住宅の施工経験】

雇用社員数

ある

ない

無回答

11.2

13.4

32.8

51.1

67.1

83.3

85.7

87.6

84.5

64.9

48.4

32.9

16.7

14.3

1.2

2.2

2.3

0.4

0.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０名（n=587）

１～２名（n=882）

３～５名（n=573）

６～９名（n=223）

１０～１９名（n=155）

２０～４９名（n=72）

５０名以上（n=21）

25.6

33.9

55.3

70.0

78.7

87.5

85.7

72.9

63.5

42.8

29.1

20.0

11.1

14.3

1.5

2.6

1.9

0.9

1.3

1.4

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０名（n=587）

１～２名（n=882）

３～５名（n=573）

６～９名（n=223）

１０～１９名（n=155）

２０～４９名（n=72）

５０名以上（n=21）



（参考）木造住宅の供給

【建築・購入する際に選びたい住宅】

木造住宅に体する国民のニーズは高い
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【利用期を迎えた森林（蓄積の推移）】

木造住宅

（在来工法）

５１．９％（５６．０％）

木造住宅

（在来工法以外）

２２．８％（２４．７％）

非木造住宅

（鉄筋、鉄骨、

コンクリート造）

１１．１％（１５．４％）

わからない

１４．２％

（３．８％）

木造住宅

７４．７％ （８０．７％）

「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（平成27年農林水産省）
※括弧内の数字は「森林と生活に関する世論調査」（平成23年内閣府）

戦後造成された人工林に本格的な利用期が到来

２倍以上に増加

林野庁「森林資源現況調査」

Ⅲ 政策の展開方向 ８．林業の成長産業化

① ＣＬＴ等の新たな製品・技術の開発・普及のスピードアップ

・ＣＬＴや中高層建築・防火地域等でも使用可能な耐火部材の開発・普及、公共建築物の木造化の支援等による木材利用、地
域材等を活用した良質な木造住宅の整備を推進

・木造住宅の主な担い手である大工技能者の減少及び高齢化に対応する人材育成や技術力向上、中高層木造建築物の担い手の
育成に資する取組を推進

○ 農林水産業・地域の活力創造プラン（平成28年11月29日改訂 農林水産業・地域の活力創造本部決定）における位置づけ



劣化対策等級３に加えて、
・床下及び小屋裏の点検口を設置。
・床下空間に330mm以上の有効高さを確保。

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できる
こと

・維持管理対策等級（専用配管）等級３

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備につ
いて、維持管理（清掃・点検・補修・更新）を容易に
行うために必要な措置が講じられていること。

必要な断熱性能等の省エネルギー性
能が確保されていること。
・断熱等性能等級４

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補
修等に関する計画が策定されていること

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

・構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する
部分及び給水・排水設備について点検の時期・
内容を定めること。

・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

・７５㎡以上（2人世帯の一般型誘導居住面積水準）、かつ、住戸内の
一つの階の床面積が４０㎡以上
※地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし、５５㎡（１

人世帯の誘導居住面積水準）を下限とする。

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のため
の改修の容易化をはかるため、損傷のレベルの低
減をはかる。

次のいずれかの措置を講じる。
・免震建築物であること。
・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変
形の当該階の高さに対する割合をそれぞれ1/40
以下とする。（層間変形角を確認）
・耐震等級（倒壊等防止）の等級２とする。

劣化対策

維持管理・更新の容易性

長期に利用される構造躯体において対応
しておくべき性能

計画的な維持管理

住戸面積

居住環境

耐震性
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（参考）長期優良住宅認定基準（新築）の概要（木造戸建住宅）


